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(57)【要約】
【課題】優れた防塵性を有しているとともに、０．１０～０．２０ｍｍといった更なる微
小なクリアランスに対しても追従可能な優れた柔軟性を有する防塵材を提供する。
【解決手段】本発明の発泡防塵材は、厚さが０．１～１．０ｍｍの発泡体により構成され
た防塵材であって、該発泡体が、平均セル径が１０～６５μｍの微細セル構造、０．１ｍ
ｍの厚さに圧縮したときの対反発荷重が０．０１０～０．１００ＭＰａとなる特性、及び
０．０１～０．０５０ｇ／ｃｍ3の見掛け密度を有していることを特徴とする。前記発泡
体は、独立気泡構造又は半連続半独立気泡構造を有していることが好ましい。また、発泡
体の片面又は両面に、粘着層を有していてもよい。該粘着層は、フィルム層を介して、発
泡体上に形成されていることが好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さ０．１～１．０ｍｍの発泡体により構成された防塵材であって、該発泡体が、平均
セル径が１０～６５μｍの微細セル構造、０．１ｍｍの厚さに圧縮したときの対反発荷重
が０．０１０～０．１００ＭＰａとなる特性、及び０．０１～０．０５０ｇ／ｃｍ3の見
掛け密度を有していることを特徴とする発泡防塵材。
【請求項２】
　平均セル径が、１０～５０μｍである請求項１記載の発泡防塵材。
【請求項３】
　発泡体が、独立気泡構造又は半連続半独立気泡構造を有している請求項１又２記載の発
泡防塵材。
【請求項４】
　発泡体の片面又は両面に、粘着層を有している請求項１～３の何れかの項に記載の発泡
防塵材。
【請求項５】
　粘着層が、フィルム層を介して、発泡体上に形成されている請求項４記載の発泡防塵材
。
【請求項６】
　粘着層が、アクリル系粘着剤により形成されている請求項４又は５記載の発泡防塵材。
【請求項７】
　発泡体が、熱可塑性ポリマーに高圧の不活性ガスを含浸させた後、減圧する工程を経て
形成されている請求項１～６何れかの項に記載の発泡防塵材。
【請求項８】
　熱可塑性ポリマーからなる未発泡成形物に高圧の不活性ガスを含浸させた後、減圧する
工程を経て形成されている請求項７記載の発泡防塵材。
【請求項９】
　溶融した熱可塑性ポリマーに不活性ガスを加圧状態下で含浸させた後、減圧とともに成
形に付して形成されている請求項７記載の発泡防塵材。
【請求項１０】
　発泡体が、減圧後、さらに加熱することにより形成されている請求項７～９の何れかの
項に記載の発泡防塵材。
【請求項１１】
　不活性ガスが、二酸化炭素である請求項７～１０の何れかの項に記載の発泡防塵材。
【請求項１２】
　含浸時の不活性ガスが、超臨界状態である請求項７～１１の何れかの項に記載の発泡防
塵材。
【請求項１３】
　請求項１～１２何れかの項に記載されている発泡防塵材をスライスすることにより得ら
れ、厚さが０．２～０．４ｍｍである発泡防塵材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発泡防塵材、および該発泡防塵材が用いられた防塵構造に関し、さらに詳細
には、優れた防塵性を有するとともに、微小なクリアランスに対しても良好に追従するこ
とができる発泡防塵材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶ディスプレイ、エレクトロルミネッセンスディスプレイ、プラズマディスプ
レイ等の画像表示装置に固定された画像表示部材や、いわゆる「携帯電話」や「携帯情報
端末」等に固定されたカメラやレンズなどの光学部材を、所定の部位（固定部など）に固
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定する際に、防塵材が使用されている。このような防塵材としては、低発泡で且つ独立気
泡構造を有する微細セルウレタン系発泡体や高発泡ウレタンを圧縮成形したものの他、独
立気泡を有する発泡倍率３０倍程度のポリエチレン系発泡体などが使用されていた。具体
的には、例えば、密度０．３～０．５ｇ／ｃｍ3のポリウレタン系発泡体からなるガスケ
ット（特許文献１参照）や、平均気泡径が１～５００μｍの発泡構造体からなる電気・電
子機器用シール材（特許文献２参照）などが使用されている。
【０００３】
　また、従来、液晶ディスプレイ、エレクトロルミネッセンスディスプレイ、プラズマデ
ィスプレイ等の画像表示装置に装着された画像表示部材や、いわゆる「携帯電話」や「携
帯情報端末」等に装着されたカメラやレンズなどの光学部材において、防塵材が使用され
る部分のクリアランス（ｃｌｅａｒａｎｃｅ；すきま、間隔）は、十分に大きく、そのた
め、防塵材をあまり圧縮しなくても使用することが可能であった。従って、防塵材の持つ
圧縮反発力について特に気にする必要がなかった。
【０００４】
　しかしながら、近年、光学部材（画像表示装置、カメラ、レンズなど）が装着（セット
）される製品が薄型化されていくにつれ、防塵材が使われる部分のクリアランスが減少し
ていく傾向にある。また、最近になって、従来使用されていた防塵材がその反発力の大き
さゆえに使用できない状況が発生しつつある。そのため、優れた防塵性を発揮できるとと
もに、微小なクリアランスに対しても追従可能な優れた柔軟性を有している防塵材が求め
られている。
【０００５】
　なお、例えば、上記ガスケット（特許文献１参照）（すなわち、密度０．３～０．５ｇ
／ｃｍ3のポリウレタン系発泡体からなるガスケット）では、発泡倍率を抑えることで液
晶表示画面のガタツキを防止するとしているが、柔軟性や緩衝性が十分ではない。
【０００６】
　また、上記電気・電子機器用シール材（特許文献２参照）（すなわち、平均気泡径が１
～５００μｍの発泡構造体からなる電気・電子機器用シール材）では、発泡材としての圧
縮反発力について言及されていない。
【０００７】
　さらに、特開２００５－９７５６６号公報（特許文献３）には、優れた防塵性を有して
いるとともに、微小なクリアランスに対しても追従可能な優れた柔軟性を有している防塵
材、及び該防塵材が用いられている防塵構造を提供することについて示されているが、０
．１０～０．２０ｍｍといった更なる微小なクリアランスにおいては柔軟性や緩衝性は十
分ではない。
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－１００２１６号公報
【特許文献２】特開２００２－３０９１９８号公報
【特許文献３】特開２００５－９７５６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明の目的は、優れた防塵性を有しているとともに、０．１０～０．２０ｍ
ｍといった更なる微小なクリアランスに対しても追従可能な優れた柔軟性を有している防
塵材を提供することにある。
【００１０】
　また、従来は微粘着の片面接着テープとの貼り合わせの際に、貼り合わせた後に微粘着
の片面粘着テープとの接着力を向上させるために熱処理する必要があった。
【００１１】
　従って、本発明の他の目的は、微細セル構造を有することで微粘着の片面接着テープと
の粘着力が向上し、微粘着の片面粘着テープとの接着力を向上させるための熱処理工程を
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省くことのできる防塵材を提供することにある。
【００１２】
　さらに、発泡部材用キャリアテープに対しても、その搬送時や打ち抜き加工時において
は十分な接着力により発泡部材を保持することが必要であった。
【００１３】
　従って、本発明の他の目的は、微細セル構造を有することでキャリアテープとの粘着力
が向上し搬送時や打抜き加工時に発泡部材のずれを防ぐことが可能な防塵材を提供するこ
とにある。さらにまた、発泡部材とキャリアテープとの初期貼着性においても、十分な初
期貼着性を発揮する防塵材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは、上記の問題を解決するために鋭意検討した結果、防塵体を構成する発泡
体として、厚さが０．１～１．０ｍｍであって、平均セル径が１０～６５μｍの微細セル
構造、０．１～０．２ｍｍの厚さに圧縮したときの対反発荷重が０．０１０～０．１００
ＭＰａとなる特性、及び０．０１～０．０５ｇ／ｃｍ3の見掛け密度を有している発泡体
を用いると、優れた防塵性を発揮することができるとともに、微小なクリアランスに対し
ても良好に追従することができることを見出し、本発明を完成させた。
【００１５】
　すなわち、本発明は、厚さ０．１～１．０ｍｍの発泡体により構成された防塵材であっ
て、該発泡体が、平均セル径が１０～６５μｍの微細セル構造、０．１ｍｍの厚さに圧縮
したときの対反発荷重が０．０１０～０．１００ＭＰａとなる特性、及び０．０１～０．
０５０ｇ／ｃｍ3の見掛け密度を有していることを特徴とする発泡防塵材を提供する。
【００１６】
　前記発泡体の平均セル径は、１０～５０μｍであることが好ましい。
【００１７】
　前記発泡体は、独立気泡構造又は半連続半独立気泡構造を有していることが好ましい。
発泡体の片面又は両面に、粘着層を有していてもよく、該粘着層は、フィルム層を介して
、発泡体上に形成されていることが好ましい。また、粘着層は、アクリル系粘着剤により
形成されていてもよい。
【００１８】
　このような発泡体は、熱可塑性ポリマーに高圧の不活性ガスを含浸させた後、減圧する
工程を経て形成されていることが好ましい。また、このような発泡体は、熱可塑性ポリマ
ーからなる未発泡成形物に高圧の不活性ガスを含浸させた後、減圧する工程を経て形成さ
れていてもよく、さらに溶融した熱可塑性ポリマーに不活性ガスを加圧状態下で含浸させ
た後、減圧とともに成形に付して形成されていてもよい。さらにまた、発泡体は、減圧後
、さらに加熱することにより形成されていることが好ましい。
【００１９】
　不活性ガスとしては、二酸化炭素を好適に用いることができ、含浸時の不活性ガスは、
超臨界状態であることが好ましい。
【００２０】
　また、本発明は、前記発泡防塵材をスライスすることにより得られ、厚さが０．２～０
．４ｍｍである発泡防塵材を提供する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の発泡防塵材によれば、前記構成を有しているので、優れた防塵性を有している
とともに、０．１０～０．２０ｍｍといった更なる微小なクリアランスに対しても追従可
能な優れた柔軟性を有している。
　また、前記構成を有しているので、片面粘着テープや、キャリアテープとの粘着性を向
上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２２】
　［発泡防塵材を構成する発泡体］
　本発明の発泡防塵材［発泡体により構成された防塵材（シール材）］は、厚さが０．１
～１．０ｍｍであり、平均セル径が１０～６５μｍの微細セル構造、０．１ｍｍの厚さに
圧縮したときの対反発荷重が０．０１０～０．１００ＭＰａとなる特性、及び０．０１～
０．０５０ｇ／ｃｍ3の見掛け密度を有している発泡体により構成されている。このよう
に、発泡体の平均セル径の上限を６５μｍ以下（好ましくは５０μｍ以下、より好ましく
は４０μｍ以下、さらにより好ましくは３０μｍ以下）とすることにより、防塵性を高め
るとともに、遮光性を良好とすることができ、一方、発泡体の平均セル径の下限を１０μ
ｍ以上（好ましくは１５μｍ以上、さらに好ましくは２０μｍ以上）とすることにより、
クッション性（衝撃吸収性）を良好とすることができる。
【００２３】
　また、発泡体の０．１ｍｍに圧縮した時の対反発荷重（０．１ｍｍ圧縮時の反発力）の
上限を０．１００ＭＰａ以下（好ましくは０．０８０ＭＰａ以下、さらに好ましくは０．
０５０ＭＰａ以下）とすることにより、狭いクリアランスにおいても、発泡防塵材の反発
による不具合の発生を防止することができ、一方、発泡体の０．１ｍｍに圧縮した時の対
反発荷重の下限を０．０１０ＭＰａ以上（好ましくは０．０１５ＭＰａ以上、さらに好ま
しくは０．０２０ＭＰａ以上）とすることにより、優れた防塵性を確保することができる
。
【００２４】
　さらに、防塵材を構成する発泡体の厚さは、通常０．１～１．０ｍｍ（好ましくは０．
２～０．５ｍｍ）である。厚さが１．０ｍｍを超えると０．１ｍｍ圧縮時の対反発荷重が
高くなる場合があり、また厚さが０．１ｍｍ未満であると、防塵性が低下する場合がある
。
【００２５】
　さらにまた、発泡体の見掛け密度の上限を０．０５ｇ／ｃｍ3以下（好ましくは０．０
４ｇ／ｃｍ3以下）とすることにより、柔軟性を高めることができ、一方、発泡体の見掛
け密度の下限を０．０１ｇ／ｃｍ3以上（好ましくは０．０２ｇ／ｃｍ3以上）とすること
により、優れた防塵性を確保することができる。
【００２６】
　このような発泡体としては、前記特性を有していれば、その組成や、気泡構造などは特
に制限されないが、例えば、気泡構造としては、独立気泡構造、半連続半独立気泡構造（
独立気泡構造と連続気泡構造とが混在している気泡構造であり、その割合は特に制限され
ない）が好ましく、特に、発泡体中に独立気泡構造部が８０％以上（なかでも９０％以上
）となっている気泡構造が好適である。
【００２７】
　本発明の発泡防塵材において、発泡体を製造する方法としては、物理的方法、化学的方
法等、発泡成形に通常用いられる方法が採用できる。一般的な物理的方法は、クロロフル
オロカーボン類または炭化水素類などの低沸点液体（発泡剤）をポリマーに分散させ、次
に加熱し発泡剤を揮発させることにより気泡を形成させるものである。また化学的方法は
、ポリマーベースに添加された化合物（発泡剤）の熱分解により生じたガスによりセルを
形成し、発泡体を得る方法である。最近の環境問題などに鑑みると、物理的手法が好まし
い。
【００２８】
　なお、このような発泡体の製造には、天然ゴムまたは合成ゴム（クロロプレンゴム、エ
チレン、プロピレン、ターポリマーなど）、加硫剤、発泡剤、充填剤などの構成成分を、
バンバリーミキサーや加圧ニーダなどの混練り機で混練したのち、カレンダ、押し出し機
、コンベアベルトキャスティングなどにより連続的に混練しつつ、シーツ状、ロッド状に
成型し、これを加熱して加硫、発泡させ、さらに必要によりこの加硫発泡体を所定形状に
裁断加工する方法や、天然ゴムまたは合成ゴム、加硫剤、発泡剤、充填剤などの構成成分
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を、ミキシングロールで混練し、この混練組成物をバッチ式により、型で加硫、発泡なら
びに成形する方法などを使用することができる。
【００２９】
　特に本発明では、セル径が小さく且つセル密度の高い発泡体が得られることから、高圧
の不活性ガスを発泡剤として用いる方法、例えば、熱可塑性ポリマーに、高圧の不活性ガ
スを含浸させた後、減圧する工程を経て、発泡体を形成する方法が好ましい。特に、発泡
剤として二酸化炭素を用いると、不純物の少ないクリーンな発泡体を得ることができ、好
ましい。前述のような物理的方法による発泡方法では、発泡剤として用いられる物質の可
燃性や毒性、及びオゾン層破壊などの環境への影響が懸念される。また、化学的方法によ
る発泡方法では、発泡ガスの残渣が発泡体中に残存するため、特に低汚染性の要求が高い
電子機器用途においては、腐食性ガスやガス中の不純物による汚染が問題となる。なお、
これらの物理的発泡方法及び化学的発泡方法では、いずれにおいても微細な気泡構造を形
成することは難しく、特に３００μｍ以下の微細気泡を形成することは極めて困難である
といわれている。
【００３０】
　このように、本発明では、発泡体の製造方法としては、高圧の不活性ガスを発泡剤とし
て用いる方法を利用した製造方法が好適であり、前述ように、熱可塑性ポリマーに、高圧
の不活性ガスを含浸させた後、減圧する工程を経て、発泡体を形成する方法を好適に採用
することができる。なお、不活性ガスを含浸させる際には、予め成形した未発泡成形物に
不活性ガスを含浸させてもよく、また、溶融した熱可塑性ポリマーに不活性ガスを加圧状
態下で含浸させてもよい。従って、具体的には、発泡体の製造方法としては、例えば、熱
可塑性ポリマーに高圧の不活性ガスを含浸させた後、減圧する工程を経て形成される方法
、熱可塑性ポリマーからなる未発泡成形物に高圧の不活性ガスを含浸させた後、減圧する
工程を経て形成される方法、または溶融した熱可塑性ポリマーに不活性ガスを加圧状態下
で含浸させた後、減圧とともに成形に付して形成される方法が好適である。
【００３１】
　（熱可塑性ポリマー）
　本発明において、発泡体（樹脂発泡体）の素材である熱可塑性ポリマーとしては、熱可
塑性を示すポリマーであって、高圧ガスを含浸可能なものであれば特に制限されない。こ
のような熱可塑性ポリマーとして、例えば、低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、
高密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレンとプロピレン
との共重合体、エチレン又はプロピレンと他のα－オレフィンとの共重合体、エチレンと
他のエチレン性不飽和単量体（例えば、酢酸ビニル、アクリル酸、アクリル酸エステル、
メタクリル酸、メタクリル酸エステル、ビニルアルコール等）との共重合体などのオレフ
ィン系重合体；ポリスチレン、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体（ＡＢ
Ｓ樹脂）などのスチレン系重合体；６－ナイロン、６６－ナイロン、１２－ナイロンなど
のポリアミド；ポリアミドイミド；ポリウレタン；ポリイミド；ポリエーテルイミド；ポ
リメチルメタクリレートなどのアクリル系樹脂；ポリ塩化ビニル；ポリフッ化ビニル；ア
ルケニル芳香族樹脂；ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートなどの
ポリエステル；ビスフェノールＡ系ポリカーボネートなどのポリカーボネート；ポリアセ
タール；ポリフェニレンスルフィドなどが挙げられる。
【００３２】
　また、前記熱可塑性ポリマーには、常温ではゴムとしての性質を示し、高温では熱可塑
性を示す熱可塑性エラストマーも含まれる。このような熱可塑性エラストマーとして、例
えば、エチレン－プロピレン共重合体、エチレン－プロピレン－ジエン共重合体、エチレ
ン－酢酸ビニル共重合体、ポリブテン、ポリイソブチレン、塩素化ポリエチレンなどのオ
レフィン系エラストマー；スチレン－ブタジエン－スチレン共重合体、スチレン－イソプ
レン－スチレン共重合体、スチレン－イソプレン－ブタジエン－スチレン共重合体、それ
らの水素添加物ポリマーなどのスチレン系エラストマー；熱可塑性ポリエステル系エラス
トマー；熱可塑性ポリウレタン系エラストマー；熱可塑性アクリル系エラストマーなどが
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挙げられる。これらの熱可塑性エラストマーは、例えば、ガラス転移温度が室温以下（例
えば２０℃以下）であるため、防塵材又はシール材としたとき柔軟性及び形状追随性に著
しく優れる。
【００３３】
　熱可塑性ポリマーは単独で又は２種以上混合して使用できる。また、発泡体の素材（熱
可塑性ポリマー）として、熱可塑性エラストマー、熱可塑性以外の熱可塑性ポリマー、熱
可塑性エラストマーと熱可塑性エラストマー以外の熱可塑性ポリマーとの混合物の何れを
用いることもできる。
【００３４】
　前記熱可塑性エラストマーと熱可塑性エラストマー以外の熱可塑性ポリマーとの混合物
として、例えば、エチレン－プロピレン共重合体等のオレフィン系エラストマーとポリプ
ロピレン等のオレフィン系重合体との混合物などが挙げられる。熱可塑性エラストマーと
熱可塑性エラストマー以外の熱可塑性ポリマーとの混合物を用いる場合、その混合比率は
、例えば、前者／後者＝１／９９～９９／１程度（好ましくは１０／９０～９０／１０程
度、さらに好ましくは２０／８０～８０／２０程度）である。
【００３５】
　（不活性ガス）
　本発明で用いられる不活性ガスとしては、上記熱可塑性ポリマーに対して不活性で且つ
含浸可能なものであれば特に制限されず、例えば、二酸化炭素、窒素ガス、空気等が挙げ
られる。これらのガスは混合して用いてもよい。これらのうち、発泡体の素材として用い
る熱可塑性ポリマーへの含浸量が多く、含浸速度の速い二酸化炭素が好適である。
【００３６】
　熱可塑性ポリマーに含浸させる際の不活性ガスは超臨界状態であるのが好ましい。超臨
界状態では、熱可塑性ポリマーへのガスの溶解度が増大し、高濃度の混入が可能である。
また、含浸後の急激な圧力降下時には、前記のように高濃度であるため、気泡核の発生が
多くなり、その気泡核が成長してできる気泡の密度が気孔率が同じであっても大きくなる
ため、微細な気泡を得ることができる。なお、二酸化炭素の臨界温度は３１℃、臨界圧力
は７．４ＭＰａである。
【００３７】
　発泡体を形成する際、熱可塑性ポリマーに、必要に応じて添加剤を添加してもよい。添
加剤の種類は特に限定されず、発泡成形に通常使用される各種添加剤を用いることができ
る。このような添加剤として、例えば、気泡核剤、結晶核剤、可塑剤、滑剤、着色剤（顔
料、染料等）、紫外線吸収剤、酸化防止剤、老化防止剤、充填剤、補強剤、難燃剤、帯電
防止剤、界面活性剤、加硫剤、表面処理剤などが挙げられる。添加剤の添加量は、気泡の
形成等を損なわない範囲で適宜選択でき、通常の熱可塑性エラストマー等の熱可塑性ポリ
マーの成形に用いられる添加量を採用できる。なお、添加剤は、単独で又は２種以上組み
合わせて用いることができる。
【００３８】
　前記滑剤は熱可塑性ポリマーの流動性を向上させるとともに、ポリマーの熱劣化を抑制
する作用を有する。本発明において用いられる滑剤としては、熱可塑性ポリマーの流動性
の向上に効果を示すものであれば特に制限されず、例えば、流動パラフィン、パラフィン
ワックス、マイクロワックス、ポリエチレンワックスなどの炭化水素系滑剤；ステアリン
酸、ベヘニン酸、１２－ヒドロキシステアリン酸などの脂肪酸系滑剤；ステアリン酸ブチ
ル、ステアリン酸モノグリセリド、ペンタエリスリトールテトラステアレート、硬化ヒマ
シ油、ステアリン酸ステアリルなどのエステル系滑剤などが挙げられる。なお、このよう
な滑剤は、単独で又は２種以上組み合わせて用いることができる。
【００３９】
　滑剤の添加量としては、例えば、熱可塑性ポリマー１００重量部に対して、０．５～１
０重量部（好ましくは０．８～８重量部、より好ましくは１～６重量部）である。添加量
が１０重量部を超えると、流動性が高くなりすぎて発泡倍率が低下するおそれがある。ま
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た、０．５重量部未満であると、流動性の向上が図れず、発泡時の延伸性が低下して発泡
倍率が低下するおそれがある。
【００４０】
　また前記収縮防止剤は、発泡体の気泡膜の表面に分子膜を形成して発泡剤ガスの透過を
効果的に抑制する作用を有する。本発明において用いられる収縮防止剤としては、発泡剤
ガスの透過を抑制する効果を示すものであれば特に限定されず、例えば、脂肪酸金属塩（
例えば、ステアリン酸、ベヘニン酸、１２－ヒドロキシステアリン酸などの脂肪酸のアル
ミニウム、カルシウム、マグネシウム、リチウム、バリウム、亜鉛、鉛の塩など）；脂肪
酸アミド［脂肪酸の炭素数１２～３８程度（好ましくは１２～２２程度）の脂肪酸アミド
（モノアミド、ビスアミドのいずれであってもよいが、微細セル構造を得るためにはビス
アミドが好適に用いられる。）、例えば、ステアリン酸アミド、オレイン酸アミド、エル
カ酸アミド、メチレンビスステアリン酸アミド、エチレンビスステアリン酸アミド、ラウ
リン酸ビスアミドなど］等が挙げられる。なお、このような収縮防止剤は、単独で又は２
種以上組み合わせて用いることができる。
【００４１】
　収縮防止剤の添加量としては、例えば、熱可塑性ポリマー１００重量部に対して、０．
５～１０重量部（好ましくは０．７～８重量部、さらに好ましくは１～６重量部）である
。添加量が１０重量部を超えると、セル成長過程においてガス効率を低下させてしまうた
め、セル径は小さいものが得られるものの未発泡部分も多くなり、発泡倍率が低下するお
それがある。また、０．５重量部未満であると、被膜の形成が十分ではなく、発泡時にガ
ス抜けが発生して、収縮がおこり、発泡倍率が低下するおそれがある。
【００４２】
　なお、添加剤としては、特に制限されないが、例えば前記滑剤と前記収縮防止剤を組み
合わせて用いてもよい。例えば、ステアリン酸モノグリセリドなどの滑剤と、エルカ酸ア
ミド、ラウリン酸ビスアミドなどの収縮防止剤を組み合わせて用いてもよい。
【００４３】
　（発泡体の製造）
　熱可塑性ポリマーに、高圧の不活性ガスを含浸させることにより、発泡体を製造する方
法としては、具体的には、熱可塑性ポリマーに、不活性ガスを高圧下で含浸させるガス含
浸工程、該工程後に圧力を低下させて樹脂を発泡させる減圧工程、及び必要に応じて加熱
により気泡を成長させる加熱工程を経て形成する方法などが挙げられる。この場合、前述
のように、予め成形した未発泡成形物を不活性ガスに含浸させてもよく、また、溶融した
熱可塑性ポリマーに不活性ガスを加圧状態下で含浸させた後、減圧の際に成形に付しても
よい。これらの工程は、バッチ方式、連続方式の何れの方式で行ってもよい。
【００４４】
　バッチ方式によれば、例えば以下のようにして発泡体を形成できる。すなわち、まず、
単軸押出機、二軸押出機等の押出機を使用してポリオレフィン樹脂、熱可塑性エラストマ
ーなどの熱可塑性ポリマーを押し出すことにより、未発泡成形物（発泡体成形用樹脂シー
ト等）を形成する。或いは、ローラ、カム、ニーダ、バンバリ型の羽根を設けた混練機を
使用して、ポリオレフィン樹脂、熱可塑性エラストマーなどの熱可塑性ポリマーを均一に
混練しておき、これを熱板のプレス機を用いてプレス成形し、熱可塑性ポリマーを基材樹
脂として含む未発泡成形物（発泡体成形用樹脂シート等）を形成する。そして、得られた
未発泡成形物を耐圧容器中に入れ、高圧の不活性ガスを導入し、該不活性ガスを未発泡成
形物中に含浸させる。この場合、未発泡成形物の形状は特に限定されず、ロール状、板状
等の何れであってもよい。また、高圧の不活性ガスの導入は連続的に行ってもよく不連続
的に行ってもよい。十分に高圧の不活性ガスを含浸させた時点で圧力を解放し（通常、大
気圧まで）、基材樹脂中に気泡核を発生させる。気泡核はそのまま室温で成長させてもよ
く、また、必要に応じて加熱することによって成長させてもよい。加熱の方法としては、
ウォーターバス、オイルバス、熱ロール、熱風オーブン、遠赤外線、近赤外線、マイクロ
波などの公知乃至慣用の方法を採用できる。このようにして気泡を成長させた後、冷水な
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どにより急激に冷却し、形状を固定化する。
【００４５】
　一方、連続方式によれば、例えば以下のようにして発泡体を形成できる。すなわち、熱
可塑性ポリマーを単軸押出機、二軸押出機等の押出機を使用して混練しながら高圧の不活
性ガスを注入し、十分にガスを熱可塑性ポリマー中に含浸させた後、押し出して圧力を解
放し（通常、大気圧まで）、発泡と成形とを同時に行い、場合によっては加熱することに
より気泡を成長させる。気泡を成長させた後、冷水などにより急激に冷却し、形状を固定
化する。
【００４６】
　前記ガス含浸工程における圧力は、例えば６ＭＰａ以上（例えば６～１００ＭＰａ程度
）、好ましくは８ＭＰａ以上（例えば８～１００ＭＰａ程度）である。圧力が６ＭＰａよ
り低い場合には、発泡時の気泡成長が著しく、気泡径が大きくなりすぎて、前記範囲の小
さな平均セル径（平均気泡径）を得ることができず、防塵効果が低下する。これは、圧力
が低いとガスの含浸量が高圧時に比べて相対的に少なく、気泡核形成速度が低下して形成
される気泡核数が少なくなるため、１気泡あたりのガス量が逆に増えて気泡径が極端に大
きくなるからである。また、６ＭＰａより低い圧力領域では、含浸圧力を少し変化させる
だけで気泡径、気泡密度が大きく変わるため、気泡径及び気泡密度の制御が困難になりや
すい。
【００４７】
　ガス含浸工程における温度は、用いる不活性ガスや熱可塑性ポリマーの種類等によって
異なり、広い範囲で選択できるが、操作性等を考慮した場合、例えば、１０～３５０℃程
度である。例えば、シート状などの未発泡成形物に不活性ガスを含浸させる場合の含浸温
度は、バッチ式では１０～２００℃程度、好ましくは４０～２００℃程度である。また、
ガスを含浸させた溶融ポリマーを押し出して発泡と成形とを同時に行う場合の含浸温度は
、連続式では６０～３５０℃程度が一般的である。なお、不活性ガスとして二酸化炭素を
用いる場合には、超臨界状態を保持するため、含浸時の温度は３２℃以上、特に４０℃以
上であるのが好ましい。
【００４８】
　前記減圧工程において、減圧速度は、特に限定されないが、均一な微細気泡を得るため
、好ましくは５～３００ＭＰａ／秒程度である。また、前記加熱工程における加熱温度は
、例えば、４０～２５０℃程度、好ましくは６０～２５０℃程度である。
【００４９】
　上記の平均セル径（平均気泡径）、０．１ｍｍに圧縮した時の対反発荷重（０．１ｍｍ
圧縮時の反発力）及び見掛け密度は、用いる不活性ガス及び熱可塑性ポリマーや熱可塑性
エラストマーの種類、用いる添加剤などに応じて、例えば、ガス含浸工程における温度、
圧力、時間などの操作条件、減圧工程における減圧速度、温度、圧力などの操作条件、減
圧後の加熱温度などを適宜選択、設定することにより調整することができる。
【００５０】
　［発泡防塵材］
　本発明の発泡防塵材（発泡シール材）は、前述のような特定の特性を有している発泡体
から構成されている。発泡防塵材は、発泡体単独の形態であっても、その機能が有効に発
揮された発泡防塵材とすることができるが、発泡体の片面または両面に他の層又は基材（
特に、粘着層など）が設けられている形態の発泡防塵材であってもよい。例えば、発泡体
の片面または両面に粘着層を有している形態の発泡防塵材とすると、光学部材等の部材又
は部品を被着体へ固定ないし仮止めすることができるようになる。従って、本発明の発泡
防塵材としては、発泡防塵材を構成する発泡体の少なくとも一方の面（片面または両面）
に、粘着層を有していることが好ましい。
【００５１】
　前記粘着層を形成する粘着剤としては、特に制限されず、例えば、アクリル系粘着剤、
ゴム系粘着剤（天然ゴム系粘着剤、合成ゴム系粘着剤など）、シリコーン系粘着剤、ポリ
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エステル系粘着剤、ウレタン系粘着剤、ポリアミド系粘着剤、エポキシ系粘着剤、ビニル
アルキルエーテル系粘着剤、フッ素系粘着剤などの公知の粘着剤を適宜選択して用いるこ
とができる。また、粘着剤は、ホットメルト型粘着剤であってもよい。粘着剤は、単独で
又は２種以上組み合わせて使用することができる。なお、粘着剤は、エマルジョン系粘着
剤、溶剤系粘着剤、オリゴマー系粘着剤、固系粘着剤などのいずれの形態の粘着剤であっ
てもよい。
【００５２】
　粘着剤としては、被着体への汚染防止などの観点から、アクリル系粘着剤が好適である
。
【００５３】
　粘着層は、公知乃至慣用の形成方法を利用して形成することができ、例えば、所定の部
位又は面上に粘着剤を塗布する方法（塗布方法）、剥離ライナーなどの剥離フィルム上に
、粘着剤を塗布して粘着層を形成した後、該粘着層を、所定の部位又は面上に転写する方
法（転写方法）などが挙げられる。なお、粘着層の形成に際しては、公知乃至慣用の塗布
方法（流延方法、ロールコーター方法、リバースコータ方法、ドクターブレード方法など
）を適宜利用することができる。
【００５４】
　粘着層の厚みとしては、通常、２～１００μｍ（好ましくは１０～１００μｍ）程度で
ある。粘着層は、薄層であるほど、端部のゴミや埃の付着を防止する効果が高いため、厚
みは薄い方が好ましい。なお、粘着層は、単層、積層体のいずれの形態を有していてもよ
い。
【００５５】
　また、粘着層は、他の層（下層）を介して、発泡体上に形成されていてもよい。このよ
うな下層としては、例えば、基材層（特に、フィルム層）や、他の粘着層の他、中間層、
下塗り層などが挙げられる。
【００５６】
　さらにまた、粘着層が発泡体の一方の面（片面）にのみ形成されている場合、発泡体の
他方の面には、他の層が形成されていてもよく、例えば、他の種類の粘着層や、基材層な
どが挙げられる。
【００５７】
　本発明の発泡防塵材の形状や厚みなどとしては、特に制限されず、用途などに応じて適
宜選択することができるが、０．１０～０．２０ｍｍといった更なる微小なクリアランス
に対しても追従可能な優れた柔軟性を得る観点からは、例えば、発泡防塵材の厚みとして
は、０．１～１．０ｍｍ（好ましくは０．２～０．５ｍｍ、より好ましくは０．３～０．
４ｍｍ）程度の範囲から選択することが好ましい。
【００５８】
　発泡防塵材や発泡防塵材を構成する発泡体は、所望の形状や厚みなどを有するように加
工が施されていてもよい。例えば、発泡防塵材をスライスすることにより、所望の厚さ有
する発泡防塵材を得ることができる。より具体的には、例えば、厚さが０．４ｍｍを超え
る発泡防塵材をスライスすることにより、厚さが０．２～０．４ｍｍである発泡防塵材を
得ることができる。
【００５９】
　また、発泡防塵材としては、通常、用いられる装置に合わせた種々の形状に加工されて
、製品化される。
【００６０】
　本発明の発泡防塵材は、前述のような特性を有しているので、気泡が非常に微細であり
、また、０．１ｍｍに圧縮した時の対反発荷重（０．１ｍｍ圧縮時の反発力）が低く柔軟
性が良好であり、且つ見掛け密度が低い。すなわち、セル径（気泡径）を小さく保持させ
たまま、微小なクリアランスに対応可能な優れた柔軟性を発現させており、そのため、本
来必要な防塵性能を保持したまま、更なる微小なクリアランスに対しても良好に追従する
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ことができる。しかも、高発泡であり、軽量である。
【００６１】
　また、発泡体が熱可塑性エラストマー等の熱可塑性ポリマーからなるため柔軟性に優れ
るとともに、発泡剤として二酸化炭素等の不活性ガスを用いるので、従来の物理発泡法及
び化学発泡法と異なり、有害物質が発生したり汚染物質が残存することがなくクリーンで
ある。そのため、特に電子機器等の内部に用いる防塵材としても好適に利用できる。
【００６２】
　従って、本発明の発泡防塵材は、各種部材又は部品（例えば、光学部材など）を、所定
の部位に取り付ける（装着する）際に用いられる防塵材として有用である。特に、発泡防
塵材は、小型の部材又は部品（例えば、小型の光学部材など）を、薄型化の製品に装着す
る際であっても好適に用いることができる。
【００６３】
　発泡防塵材を利用して取付（装着）可能な光学部材としては、例えば、液晶ディスプレ
イ、エレクトロルミネッセンスディスプレイ、プラズマディスプレイ等の画像表示装置に
装着される画像表示部材（特に、小型の画像表示部材）や、いわゆる「携帯電話」や「携
帯情報端末」等の移動体通信の装置に装着されるカメラやレンズ（特に、小型のカメラや
レンズ）などが挙げられる。
【００６４】
　また、本発明の発泡防塵材は、トナーカートリッジからトナーが漏れることを防ぐ際の
防塵材としても用いることができる。
【００６５】
　（光学部材を有する構造体）
　本発明の光学部材を有する構造体（光学部材が所定の部位に取り付けられている構造体
）では、光学部材が、前記発泡防塵材を介して所定の部位に取り付けられている（装着さ
れている）。このような構造体としては、例えば、液晶ディスプレイ、エレクトロルミネ
ッセンスディスプレイ、プラズマディスプレイ等の画像表示装置（特に、小型の画像表示
部材が光学部材として装着されている画像表示装置）や、カメラやレンズ（特に、小型の
カメラ又はレンズ）が光学部材として装着されている、いわゆる「携帯電話」や「携帯情
報端末」等の移動体通信の装置などが挙げられる。前記構造体は、従来より薄型化の製品
であってもよく、その厚みや形状などは特に制限されない。
【００６６】
　（防塵構造）
　本発明の防塵構造（光学部材を所定の部位に取り付ける際の防塵構造）は、光学部材が
、前記発泡防塵材を介して取り付けられている構造を有している。防塵構造としては、光
学部材を、所定の部位に取り付ける（装着する）際に、前記発泡防塵材が用いられていれ
ば、他の構造は特に制限されない。従って、光学部材や、該光学部材を取り付ける所定の
部位などは特に制限されず、適宜選択することが可能であり、例えば、光学部材としては
、前述のような光学部材などが挙げられる。
【実施例】
【００６７】
　以下に実施例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれら実施例により何
ら限定されるものではない。なお、発泡体の平均セル径（平均気泡径）、見掛け密度は、
以下の方法により求めた。
【００６８】
　（平均セル径）
　デジタルマイクロスコープ（商品名「ＶＨＸ－５００」キーエンス株式会社製）により
、発泡体気泡部の拡大画像を取り込み、画像解析ソフト（商品名「Ｗｉｎ　ＲＯＯＦ」三
谷商事株式会社製）を用いて、画像解析することにより、平均セル径（μｍ）を求めた。
【００６９】
　（見掛け密度）
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　１００ｍｍ×１００ｍｍの打抜き刃型にて発泡体を打抜き、打抜いた試料の寸法を測定
する。また、測定端子の直径（φ）２０ｍｍである１／１００ダイヤルゲージにて厚みを
測定する。これらの値から発泡体の体積を算出した。
　次に、発泡体の重量を最小目盛り０．０１ｇ以上の上皿天秤にて測定する。これらの値
より発泡体の見掛け密度（ｇ／ｃｍ3）を算出した。
【００７０】
　（実施例１）
　ポリプロピレン［メルトフローレート（ＭＦＲ）：０．３５ｇ／１０ｍｉｎ］：４５重
量部、ポリオレフィン系エラストマー［メルトフローレート（ＭＦＲ）：６ｇ／１０ｍｉ
ｎ、ＪＩＳ　Ａ硬度：７９°］：５５重量部、水酸化マグネシウム：１０重量部、カーボ
ン（商品名「旭♯３５」旭カーボン株式会社製）：１０重量部、ステアリン酸モノグリセ
リド：１重量部、及び脂肪酸アミド（ラウリン酸ビスアミド）：１重量部を、日本製鋼所
（ＪＳＷ）社製の二軸混練機にて、２００℃の温度で混練した後、ストランド状に押出し
、水冷後ペレット状に成形した。このペレットを、日本製鋼所社製の単軸押出機に投入し
、２２０℃の雰囲気下、１３（注入後１２）ＭＰａの圧力で、二酸化炭素ガスを注入した
。二酸化炭素ガスは、ポリマー全量に対して６重量％の割合で注入した。二酸化炭素ガス
を十分飽和させた後、発泡に適した温度まで冷却後、ダイから押出して、発泡体を得た。
この発泡体において、平均セル径は４０μｍ、見掛け密度は０．０３ｇ／ｃｍ3であった
。
【００７１】
　（実施例２）
　ポリプロピレン［メルトフローレート（ＭＦＲ）：０．３５ｇ／１０ｍｉｎ］：４５重
量部、ポリオレフィン系エラストマー［メルトフローレート（ＭＦＲ）：６ｇ／１０ｍｉ
ｎ、ＪＩＳ　Ａ硬度：７９°］：５５重量部、水酸化マグネシウム：１０重量部、カーボ
ン（商品名「旭♯３５」旭カーボン株式会社製）：１０重量部、ステアリン酸モノグリセ
リド：１重量部、及び脂肪酸ビスアミド（エルカ酸アミド）：１重量部を、日本製鋼所（
ＪＳＷ）社製の二軸混練機にて、２００℃の温度で混練した後、ストランド状に押出し、
水冷後ペレット状に成形した。このペレットを、日本製鋼所社製の単軸押出機に投入し、
２２０℃の雰囲気下、１３（注入後１２）ＭＰａの圧力で、二酸化炭素ガスを注入した。
二酸化炭素ガスは、ポリマー全量に対して６重量％の割合で注入した。二酸化炭素ガスを
十分飽和させた後、発泡に適した温度まで冷却後、ダイから押出して、発泡体を得た。こ
の発泡体において、平均セル径は５０μｍ、見掛け密度は０．０３ｇ／ｃｍ3であった。
【００７２】
　（実施例３）
　ポリプロピレン［メルトフローレート（ＭＦＲ）：０．３５ｇ／１０ｍｉｎ］：４７重
量部、ポリオレフィン系エラストマー［メルトフローレート（ＭＦＲ）：６ｇ／１０ｍｉ
ｎ、ＪＩＳ　Ａ硬度：７９°］：５３重量部、水酸化マグネシウム：１０重量部、カーボ
ン（商品名「旭♯３５」旭カーボン株式会社製）：１０重量部、ステアリン酸モノグリセ
リド：１重量部、及び脂肪酸ビスアミド（ラウリン酸ビスアミド）：１重量部を、日本製
鋼所（ＪＳＷ）社製の二軸混練機にて、２００℃の温度で混練した後、ストランド状に押
出し、水冷後ペレット状に成形した。このペレットを、日本製鋼所社製の単軸押出機に投
入し、２２０℃の雰囲気下、１３（注入後１２）ＭＰａの圧力で、二酸化炭素ガスを注入
した。二酸化炭素ガスは、ポリマー全量に対して６重量％の割合で注入した。二酸化炭素
ガスを十分飽和させた後、発泡に適した温度まで冷却後、ダイから押出して、発泡体を得
た。この発泡体において、平均セル径は６０μｍ、見掛け密度は０．０３ｇ／ｃｍ3であ
った。
【００７３】
　（実施例４）
　ポリプロピレン［メルトフローレート（ＭＦＲ）：０．３５ｇ／１０ｍｉｎ］：４５重
量部、ポリオレフィン系エラストマー［メルトフローレート（ＭＦＲ）：６ｇ／１０ｍｉ
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ｎ、ＪＩＳ　Ａ硬度：７９°］：５５重量部、水酸化マグネシウム：１０重量部、カーボ
ン（商品名「旭♯３５」旭カーボン株式会社製）：１０重量部、ステアリン酸モノグリセ
リド：１重量部、及び脂肪酸ビスアミド（ラウリン酸ビスアミド）：２重量部を、日本製
鋼所（ＪＳＷ）社製の二軸混練機にて、２００℃の温度で混練した後、ストランド状に押
出し、水冷後ペレット状に成形した。このペレットを、日本製鋼所社製の単軸押出機に投
入し、２２０℃の雰囲気下、１３（注入後１２）ＭＰａの圧力で、二酸化炭素ガスを注入
した。二酸化炭素ガスは、ポリマー全量に対して６重量％の割合で注入した。二酸化炭素
ガスを十分飽和させた後、発泡に適した温度まで冷却後、ダイから押出して、発泡体を得
た。この発泡体において、平均セル径は３０μｍ、見掛け密度は０．０４ｇ／ｃｍ3であ
った。
【００７４】
　（比較例１）
　ポリプロピレン［メルトフローレート（ＭＦＲ）：０．３５ｇ／１０ｍｉｎ］：４５重
量部、ポリオレフィン系エラストマー［メルトフローレート（ＭＦＲ）：６ｇ／１０ｍｉ
ｎ、ＪＩＳ　Ａ硬度：７９°］：５５重量部、水酸化マグネシウム：１０重量部、カーボ
ン（商品名「旭♯３５」旭カーボン株式会社製）：１０重量部、及びステアリン酸モノグ
リセリド：１重量部を、日本製鋼所（ＪＳＷ）社製の二軸混練機にて、２００℃の温度で
混練した後、ストランド状に押出し、水冷後ペレット状に成形した。このペレットを、日
本製鋼所社製の単軸押出機に投入し、２２０℃の雰囲気下、１３（注入後１２）ＭＰａの
圧力で、二酸化炭素ガスを注入した。二酸化炭素ガスは、ポリマー全量に対して６重量％
の割合で注入した。二酸化炭素ガスを十分飽和させた後、発泡に適した温度まで冷却後、
ダイから押出して、発泡体を得た。この発泡体において、平均セル径は７０μｍ、見掛け
密度は０．０５ｇ／ｃｍ3であった。
【００７５】
　（比較例２）
　ポリプロピレン［メルトフローレート（ＭＦＲ）：０．３５ｇ／１０ｍｉｎ］：６０重
量部、ポリオレフィン系エラストマー［メルトフローレート（ＭＦＲ）：６ｇ／１０ｍｉ
ｎ、ＪＩＳ　Ａ硬度：７９°］：４０重量部、水酸化マグネシウム：１０重量部、カーボ
ン（商品名「旭♯３５」旭カーボン株式会社製）：１０重量部、及びステアリン酸モノグ
リセリド：１重量部を、日本製鋼所（ＪＳＷ）社製の二軸混練機にて、２００℃の温度で
混練した後、ストランド状に押出し、水冷後ペレット状に成形した。このペレットを、日
本製鋼所社製の単軸押出機に投入し、２２０℃の雰囲気下、１３（注入後１２）ＭＰａの
圧力で、二酸化炭素ガスを注入した。二酸化炭素ガスは、ポリマー全量に対して６重量％
の割合で注入した。二酸化炭素ガスを十分飽和させた後、発泡に適した温度まで冷却後、
ダイから押出して、発泡体を得た。この発泡体において、平均セル径は８０μｍ、見掛け
密度は０．０３ｇ／ｃｍ3であった。
【００７６】
　（比較例３）
　ポリプロピレン［メルトフローレート（ＭＦＲ）：０．３５ｇ／１０ｍｉｎ］：５０重
量部、ポリオレフィン系エラストマー［メルトフローレート（ＭＦＲ）：６ｇ／１０ｍｉ
ｎ、ＪＩＳ　Ａ硬度：７９°］：５０重量部、水酸化マグネシウム：１０重量部、カーボ
ン（商品名「旭♯３５」旭カーボン株式会社製）：１０重量部、ステアリン酸モノグリセ
リド：１重量部、及び脂肪酸アミド（エルカ酸アミド）：２重量部を、日本製鋼所（ＪＳ
Ｗ）社製の二軸混練機にて、２００℃の温度で混練した後、ストランド状に押出し、水冷
後ペレット状に成形した。このペレットを、日本製鋼所社製の単軸押出機に投入し、２２
０℃の雰囲気下、１３（注入後１２）ＭＰａの圧力で、二酸化炭素ガスを注入した。二酸
化炭素ガスは、ポリマー全量に対して６重量％の割合で注入した。二酸化炭素ガスを十分
飽和させた後、発泡に適した温度まで冷却後、ダイから押出して、発泡体を得た。この発
泡体において、平均セル径は１５０μｍ、見掛け密度は０．０３ｇ／ｃｍ3であった。
【００７７】
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（評価）
　実施例及び比較例に係る発泡体について、防塵性を下記の（防塵性指標測定方法）によ
り評価した。また、気密性を、発泡体内外の差圧（３０％圧縮時の差圧）を測定すること
により評価し、さらに、０．１ｍｍに圧縮した時の対反発荷重（０．１ｍｍ圧縮時反発応
力）も測定した。さらにまた、実施例及び比較例に係る発泡体について、引張強度及びヤ
ング率を測定した。これらの評価結果を表１に示した。
【００７８】
　（発泡体内外の差圧の測定方法）
　枠形状に打ち抜き加工をした実施例及び比較例（厚さ０．３ｍｍ、幅４ｍｍ、一辺の長
さが５６ｍｍの正方形状、開口部は一辺の長さが５２ｍｍの正方形状）を３０％圧縮し、
発泡体内外の差圧（３０％圧縮時の差圧）を測定した。
【００７９】
　差圧の測定には、図１に示す防塵性評価試験装置を使用した。図１において、１ａは防
塵性評価試験装置の概略構成、１ｂは防塵性評価試験装置の断面の概略構成、１１は天井
板、１２はスペーサー、１３は両面テープ（枠形状の両面粘着テープ、基材レスタイプ、
厚さ：８０μｍ）、１４は発泡体（枠形状に打ち抜き加工をした実施例及び比較例の発泡
体）、１５は評価用箱体、１６ａは管継ぎ手を介して定量ポンプに接続する貫通孔、１６
ｂは管継ぎ手を介して差圧計に接続する貫通孔、１６ｃは管継ぎ手を介してニードルバル
ブに接続する貫通孔、１７は開口部（一辺の長さが５２ｍｍの正方形状）、１８は空間部
を示す。該防塵性評価試験装置は、略四角形の平板状の天井板１１と評価用箱体１５とを
ねじ止めすることによって、内部に略直方体状の密閉可能な空間部１８を形成することが
できる。なお、開口部１７は、該空間部１８の開口部である。また、天井板１１は、開口
部となる平面視四角形（台形）の切り込みを有する。
【００８０】
　天井板１１の開口部１７に対向する下面には、開口部１７より大きい四角形平板状のス
ペーサー１２が、開口部１７の全面に対向するように取り付けられる。そして、該スペー
サー１２の下面の開口部１７に対向する位置には、開口部１７とほぼ同じ大きさの窓部を
有する発泡体１４が、両面テープ１３を介して取り付けられる。このため、天井板１１を
ねじ止めすることによって、発泡体１４は、スペーサー１２と開口部１７の周縁部とによ
って厚さ方向に圧縮される。発泡体１４の圧縮率は、スペーサー１２の厚さを調整するこ
とにより、３０％圧縮に調整された。
【００８１】
　従って、天井板１１と評価用箱体１５とをねじ止めすることによって、評価用箱体１５
内の空間部１８は、発泡体１４、両面テープ１３及びスペーサー１２によって密閉される
。
【００８２】
　このような防塵性評価試験装置を使用して、発泡体を３０％の圧縮率に圧縮し、貫通孔
１６ａに管継ぎ手を介して定量ポンプを接続し、貫通孔１６ｂに管継ぎ手を介して差圧計
を接続し、貫通孔１６ｃは管継ぎ手を介してニードルバルブを接続し、ニードルバルブを
閉じた状態で、吸引速度：０．５Ｌ／ｍｉｎで定量ポンプによる吸引を行い、差圧を差圧
計で測定した。
【００８３】
　（防塵性指標の計測方法）
　枠形状に打ち抜き加工をした実施例及び比較例（厚さ０．３ｍｍ又は０．５ｍｍ、幅４
ｍｍ、一辺の長さが５６ｍｍの正方形状、開口部は一辺の長さが５２ｍｍの正方形状）に
ついて、前記防塵性評価試験装置により、通過した直径０．５μｍ以上の粒子の割合［防
塵性指標（％）］を求めた。
【００８４】
　具体的には、上記の（発泡体内外の差圧の測定方法）と同様に、枠形状に打ち抜き加工
をした実施例及び比較例の発泡体を防塵性評価試験装置に圧縮率３０％でセットし、該枠
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形状に打ち抜き加工をした実施例及び比較例の発泡体セットした防塵性評価試験装置を、
粉塵箱体内に配置し、密閉した。なお、貫通孔１６ｂは管継ぎ手を介してパーティクルカ
ウンタに接続している。
　次に、粉塵箱体に接続した粉塵供給装置及び、粉塵箱体に接続したパーティクルカウン
タを用いて、密閉した粉塵箱体内の直径０．５μｍ以上の粒子のパーティクルカウント値
（数）が１０００００付近でほぼ一定になるように制御し、雰囲気粒子個数Ｐ0を求めた
。
　次に、貫通孔１６ｃのニードルバルブを閉じた状態で、貫通孔１６ａから、吸引速度：
０．５Ｌ／ｍｉｎ、３０分間の定量ポンプによる吸引を行い、吸引後、防塵性評価試験装
置の空間部１８の直径０．５μｍ以上の粒子の数をパーティクルカウンタで測定すること
により、発泡体通過粒子個数Ｐfを求めた。
　そして、以下の式により、防塵性指標（％）を計測した。
　　　　　　　　防塵性指標（％）＝（Ｐ0－Ｐf）／Ｐ0×１００
　　　　　　　　Ｐ0：雰囲気粒子個数　Ｐf：発泡体通過粒子個数
【００８５】
　（０．１ｍｍに圧縮した時の対反発荷重）
　ＪＩＳ　Ｋ　６７６７に記載されている発泡体の圧縮硬さ測定方法に準じて測定した。
具体的には、上記防塵性指標が１００％（０．５μｍ以上の粒子について透過なし）であ
る最小厚みの発泡体を直径２０ｍｍの円形状に切り出した試験片を、圧縮速度２．５４ｍ
ｍ／ｍｉｎで０．１ｍｍまで圧縮したときの応力（Ｎ）を単位面積（１ｍ2）当たりに換
算して、０．１ｍｍ圧縮時の対反発荷重（０．１ｍｍ圧縮時反発応力）（Ｐa）とした。
　なお、防塵性指標が１００％である場合の発泡体の厚みについて、実施例１～４におい
ては厚みが０．３ｍｍであり、比較例１～３においては０．５ｍｍであった。
【００８６】
　（引張強度）
　ＪＩＳ　Ｋ　６７６７の引張強度の項に基づいて、厚さ０．３ｍｍに加工した実施例及
び比較例の引張強度（ＭＰａ）を測定した。
【００８７】
　（ヤング率）
　ＪＩＳ　Ｋ　７１２７に基づいて、厚さ０．３ｍｍに加工した実施例及び比較例のヤン
グ率（Ｎ／ｃｍ2）を測定した。
【００８８】
　（クリアランス追従性評価方法）
　図２に示されるような治具に、実施例及び比較例の発泡体をセットし、上面側のアクリ
ル板の変形の状態を目視にて観察した。具体的には、厚さ２０ｍｍのアクリル板の左右の
端部に、厚さ０．１ｍｍのスペーサーを設置し、前記スペーサーで挟まれた中央部にの発
泡体を設置し、この上面に、厚さ１０ｍｍのアクリル板を設置して、両端のスペーサー部
において、上面側のアクリル板（厚さ１０ｍｍ）側から荷重をかけて圧縮し、その際の上
面側のアクリル板の変形の有無を目視で観察した。そして、変形がみられない場合を良好
（○）、変形がみられる場合を不良（×）と評価した。
　なお、実施例及び比較例の発泡体の厚みについては、上記の防塵性指標が１００％とな
る厚みを採用した。ゆえに、発泡体の厚みは、実施例１～４については０．３ｍｍであり
、比較例１～３については０．５ｍｍである。
【００８９】
　（１８０°ピール剥離力）
　２３±２℃、５０±５ＲＨ％の雰囲気にて各測定材料を２４時間以上保管してから（前
処理条件：参考ＪＩＳ　Ｚ　０２３７）、幅：３０ｍｍ×長さ：１２０ｍｍとした発泡体
に、幅：２０ｍｍ×長さ：１２０ｍｍの片面粘着テープ（商品名「Ｎｏ．３１Ｃ」日東電
工株式会社製）、又はキャリアテープ（商品名「ＥＣＴ７５５」日東電工株式会社製）を
２ｋｇローラーで１往復させる方法で圧着し、３０分間放置して評価用サンプル（対片面
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粘着テープ評価用サンプル、又は対キャリアテープ評価用サンプル）とした。
　次に、評価用サンプルを、評価用サンプルの発泡体側の面から支持板（厚さ：２ｍｍの
ベークライト板、住友ベークライト株式会社製）に、評価用サンプルの発泡体側の面が測
定時に、支持板からの浮き、剥がれがないように強粘着力を発揮する両面粘着テープ（商
品名「Ｎｏ．５００」日東電工株式会社製）を介して、貼り付けた。
　そして、片面粘着シート又はキャリアテープの発泡体からの剥離に要する力を剥離角度
１８０度にて測定し、１８０°ピール剥離力評価（粘着力評価）とした。
　対片面粘着テープ評価用サンプルの評価（片面接着テープの接着力の評価）は、万能引
張圧縮試験機（商品名「ＴＣＭ－１ｋＮＢ」ミネベア社製）を用いて、引張速度：３００
ｍｍ／ｍｉｎにて測定した。
　対キャリアテープ評価用サンプルの評価（キャリアテープの接着力の評価）は、高速剥
離試験機テスター産業株式会社製）を用いて、引張速度：１０ｍ／ｍｉｎにて測定した。
　　　
【００９０】

【表１】

【００９１】
　表１から明らかなように、実施例に係る発泡体は、０．１ｍｍに圧縮した際に優れた防
塵性が発揮されていることが確認された。また、厚さ０．３ｍｍの発泡体を、０．１ｍｍ
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着する際に、光学部材と所定の部位との間の隙間が非常に狭くても（例えば０．１ｍｍ程
度）、光学部材に変形を与えることはない。さらに、実施例に係る発泡体は、比較例に係
る発泡体に比べて、引張強度が改善されているため、例えば、所定の部位に装着する際に
、発泡体の破壊やちぎれが生じることはない。
【００９２】
　また、実施例に係る発泡体は、比較例に係る発泡体に比べて、１８０°ピール剥離力が
向上しているため、例えば微粘着な片面粘着テープを貼り合わせる際に、熱処理等の工程
を省くことができる。また発泡部材用キャリアテープに対しても、その搬送時や打抜き加
工においてもずれを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】防塵性評価試験装置の一例を示す概略構成図である。
【図２】クリアランス追従性の評価方法を示す概略断面図である。
【符号の説明】
【００９４】
　１ａ　　防塵性評価試験装置の概略構成
　１ｂ　　防塵性評価試験装置の断面の概略構成
　１１　　天井板
　１２　　スペーサー
　１３　　両面テープ
　１４　　発泡体
　１５　　評価用箱体
　１６ａ　貫通孔
　１６ｂ　貫通孔
　１６ｃ　貫通孔
　１７　　開口部
　１８　　空間部
　２　　　クリアランス追従性評価治具
　２１ａ　厚さ１０ｍｍのアクリル板
　２１ｂ　厚さ２０ｍｍのアクリル板
　２２　　厚さ０．１ｍｍのスペーサー
　２３　　発泡体
　ａ　　　荷重方向



(18) JP 2009-91556 A 2009.4.30

【図１】 【図２】



(19) JP 2009-91556 A 2009.4.30

10

フロントページの続き

(72)発明者  伊藤　滝男
            大阪府茨木市下穂積一丁目１番２号　日東電工株式会社内
(72)発明者  中野　真也
            大阪府茨木市下穂積一丁目１番２号　日東電工株式会社内
(72)発明者  吉田　純二
            大阪府茨木市下穂積一丁目１番２号　日東電工株式会社内
Ｆターム(参考) 4F074 AA15  AA24  AA56  AB02  BA32  CA24  CC03X CC04Y CC10X CC34X
　　　　 　　        CC34Y CE02  CE56  CE86  DA03  DA08  DA12  DA13  DA14  DA20 
　　　　 　　        DA59 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

